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外構囲障 のガイドライン

駐車場 （敷地内駐車スペースを含む。） は、 緑化修景 （生垣、 高木、 床面緑化等） を行う。

○宅地の外構囲障には、 生垣や自然素材

を用いた多くの種類があります。 この囲障

によって豊かな環境が形成されています。

○敷地のスペースに限りがある場合は、 塀

を設置しないで、 空地を花壇風に緑化し

ても良いでしょう。

○駐車場を緑化修景すると、 車両がない時

でも通りに対して豊かな演出を行うことが

できます。

○敷地の四周の緑化に加えて、 出庫時の

事故を避けるためにも、 コインパーキン

グやコンビニエンスストアや月極の駐車

場の出入口は 1 か所に集約しましょう。

○町の緑の施策

町では、 いけがきの設置に対する補

助制度を用意しています。 詳しくはお問

い合わせ下さい。

○駐車場は、 緑化をアクセントにすると、

単調さや味気なさが軽減することができ、

車がない時は緑のオープンスペースとし

ても機能します。

敷地の外構や囲障は、 生垣植栽又は自然素材 （板塀、 竹垣、 基壇石積み等） による修景を行う。

○共同住宅の外構に、 シンボルツリーや緑

化擁壁等の充分な修景を施すと、 戸建

住宅の町並みと調和することができます。

○無機質なブロック塀のみの外構は、 緑豊

かな住宅地の町並みに調和しません。 ま

た、 防犯や防災の観点からも推奨できま

せん。

№１８

№１９

№ 景観形成基準及び景観形成指針№ 景観形成指針

○町並みに対して、 大きく視界に入る月極

や時間貸の駐車場の周囲を生垣等で緑

化すると、 住宅地の景観に馴染みます。
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擁壁の形態意匠は、 分節化又は自然素材、 緑化等による修景を行うことにより、 圧迫感を低減させる。

○擁壁の素材を工夫することで、 圧迫感を

低減させることもできます。

プレキャストコンクリート擁壁の石乱積み模様

人工割肌石材 ( スプリットンブロック ) の矢羽積

自然石の玉石積

コンクリート擁壁に割り肌加工の張り石

○背の高い擁壁を庭から溢れる草花で彩っ

ている住宅。 窓辺のプランターと合わせ

て、 背後に見える丘陵の緑と調和してい

ます。

擁壁も庭の一部として上手に緑化しましょう

○緑化ブロック擁壁を使用すると、 斜面が

自然の姿に近い仕上げになります。
コンクリート打放しに目地棒とはつり仕上げ

○背の高い擁壁も、 ツタの緑が覆うと圧迫感

が低減します。

№２０

○高さが 1.2 ｍ （子供の視線） を超えるよ

うな擁壁は、 町並みに対して圧迫感の低

減が必要です。
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木竹の植栽等 のガイドライン

○通りから見える樹木を地域のシンボル、

ランドマークとして保全し、 育て、 周囲か

らの見え方にも配慮を行いましょう。

○樹形が良い木、 大木の孤立樹やクロマツ林などは、 場を特徴づけたり、 町並み景観のアクセ

ントになります。

大磯景観資産である敷地内の木竹を保全する。 枯死等の理由により伐採する場合は、 代替植栽等を行い、

周辺景観の良好な維持を図る。

○竹林やクロマツ林などは、 定期的な維持

管理が必要です。

○背の高い生垣を刈り込んだ防風林で、 門

前と通りを豊かに演出しています。

№２１

№ 景観形成基準及び景観形成指針№ 景観形成指針
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春 - サクラ  春 - コブシ

 春 - モクレン  春 - ボケ

夏 - サルスベリ  夏 - ヤマモモ

 夏 - クロマツ（町の木）  夏 - サンゴジュ

秋 - ピラカンサ  秋 - モミジ

 秋 - キンモクセイ  秋 - カキ

冬 - マンサク  冬 - ウメ

冬 - ツバキ  冬 - サザンカ（町の木）

敷地の前面にシンボルツリーを植栽するものとする。 また、敷地の緑化に使用する樹種は、周辺景観と調和し、

四季の移ろいを感じさせるものとする。

○新しい宅地は、 通りからみて建築物が露

出しないように、 シンボルツリーとなる高

木 （樹高３ｍ以上） を植栽しましょう。

○シンボルツリーが常緑樹の時は、 庭の花

壇や生垣などに四季を感じる植物を組み

合わせると良いでしょう。

○各宅地のシンボルツリーが連続すると、

街路に木漏れ日が落ちる公園のような

　  町並みになります。

○大磯の四季を彩る樹木の例

○門前のシンボルツリーは、 通りに対して

潤いのある空間を創出しましょう。

№２２

○町の緑の施策

町では、 シンボルツリーの植栽に対す

る補助制度を用意しています。 詳しくは

お問い合わせ下さい。
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屋外広告物について
広告看板は、 商店や地域の心意気をあらわす 「顔」 であり 「シンボル」 です。 町並み景観において大きなウェー

トを占める屋外広告物についても、 良好な景観の形成に配慮したデザインが求められます。

○町内の散策路を案内するサイン板は、 木

製の素材を基調として、 東海道の時代性

を感じさせます。

○伝統的なデザインの看板は、 自然素材を

用いてデザイン要素が少なく、素朴ですっ

きりとしているため、好感度があがります。

屋外広告物の規制については、 現在、 神奈川県屋外広告物条例によっ

ていますが、 本町の実状に合わせた屋外広告物の誘導や規制を行うため、

県から権限移譲を受け、 さらには、 屋外広告物の色彩、 大きさ等の規制の

基準を新たに付加した本町独自の屋外広告物条例の制定を目指します。

○広告旗は、 特売日などの日時を限定した

めりはりのある使い方や、 色だけの表現

も効果的です。 管理は毎日行いましょう。

○一つの建築内で複数の表札等を設置す

るときは、設置位置や表現方法を統一し、

情報の更新がしやすい仕様にしましょう。

○自家用広告物も切り文字サインを主体と

して、 建築物と一体的にデザインすると

視認性の高いものになります。

○周辺環境から突出しないように色彩とサ

イズを考慮した屋外広告物の掲出は企業

のイメージアップにもなります。

○日よけテントやオーニングに掲出する文

字や色彩は、 店舗のイメージが表出する

ようなデザインに努めましょう。

○広告物の照明は、 暖かみのある光源で

外照式とし、 町の輪郭を柔らかく照らす

落ち着いた夜景観の演出に努めましょう。

○屋上広告物や独立広告塔の高さを抑える

と、 空や丘陵への眺望が確保されます。

×

○

○全国統一のロゴマークは、 文字色と地色

を反転したり、 地色を建築色等にするこ

とによって、 シンプルで見やすくなります。

※このページに使用している写真は、 良好な景観の形成の事例紹介のために掲載しているものであり、 特定の企業等を宣伝する目的はありません。
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景観資源の保全と管理活用方策

　　本町の自然的、 歴史的な成り立ちに即し、 町の個性となっている景観を形成している建造物や樹木を 「景観重

要建造物」 や 「景観重要樹木」 に指定することによって、 景観資源を保全し、 その認知度を高め、 有効に活用

することを促していきます。

（１） 景観重要建造物の指定の方針

「景観重要建造物」 は、大磯町の成り立ちを象徴するシンボルやランドマークになっている建造物で、「大

磯景観資産」 に登録されているもののうち、 次の４つのいずれかに該当するものを指定します。

　

①　大磯の宿場町の歴史を伝える建造物

②　邸園文化や近代のまちづくりを伝える建造物

③　地域の生活、 文化、 故事、 伝承にまつわる建造物

④　大磯の良好な町並みを構成する形態意匠を持つ建造物

（２） 景観重要樹木の指定の方針

「景観重要樹木」 は、 本町の景観の要となり、 町民が愛着を持つ地域のシンボルやランドマークになっ

ている樹木で、 「大磯景観資産」 に登録されているもののうち、 次の４つのいずれかに該当するものを指

定します。

①　大磯の歴史を伝える樹木

②　木陰をつくり、 町並みの中でやすらぎとうるおいの空間を創出している樹木

③　樹容が美しい樹木

④　大磯の町並みを構成している樹木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（３） 景観重要公共施設の整備及び良好な景観の形成に関する事項

道路、 河川、 都市公園、 海岸、 港湾等といった良好な景観の形成に重要な公共施設について、 施

設管理者と協議を行い 「景観重要公共施設」 に位置づけていきます。

景観重要公共施設の色彩、 素材、 緑化修景等の整備に関する基準等は、 施設管理者と協議を行い

ながら検討します。



良好な景観の形成の進めかた

　　地域の特性と目には見えない歴史的な文脈を捉え、 大磯らしい景観の魅力を活かし、 新に創出していくために、

景観計画の運用だけでなく、 日常的な景観づくりに係る地域活動も含めた総合的なまちづくりを通して、 ハードと

ソフトの両面から良好な景観の形成を推進していきます。
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